
　　　　

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

法人（事業所）理念 ひとりの子どもとしての人権を尊重し、①障害の軽減や進行の予防 ②精神面における発達の援助 ③日常生活動作を身につけ、基本的生活習慣を確立して「生活する力」が高められるように支援する。

事業所名 児童発達支援事業　こすもす 作成日支援プログラム（参考様式） 令和8年4月1日

支援方針
利用者の支援にあたっては、社会福祉及び教育学、社会学、心理学、医学等の知識を活用し、利用者がその心身の状況に応じた、快適な日常生活を明るい環境のもとで営むことができるように心がけ、保護者と
の連携を図り総合的発達を促すように支援します。

営業時間

・健康状態の維持、改善
・生活リズムや生活習慣の形成
・基本的生活スキルの獲得

・健康な心と体で過ごせるように健康状態を常に観察し、安全・安心して生活できるように支援をしていきます。
・睡眠、食事、排泄等の基本的な生活リズムが整うよう支援、助言をしていきます。特に食事に関しては、摂食指導の下、楽しい雰囲気で食べることが
　できるように配慮していきます。

本
人
支
援

・認知の発達と行動の習慣
・空間・時間、数等の概念形成の習慣
・対象や外部環境の適切な認知と適切な行動
　の習慣

・姿勢と運動、動作の向上
・姿勢と運動、動作の補助的手段の活用
・保有する感覚の総合的な活用

支　援　内　容 支　援　内　容

平日：８時３０分～１７時１０分 サービス提供時間 送迎実施の有無 なし平日：９時００分～１５時３０分

・職員に慣れ、こすもすの他の子ども達と楽しく過ごせるようにしていきます。
・職員が仲介に入りながら他児とのコミュニケーションを図っていきます。
・同施設内にあるつつじが崎学園、ハッピーランドの児と交流をしていきます。

・雰囲気を楽しむ、興味関心があることに耳を傾ける、笑顔や表情でＹＥＳ／ＮＯを伝えられるように支援をしていきます。
・言語、非言語的コミュニケーションをとりながら、意思や表現を引き出せるように取り組んでいきます。

・視覚、聴覚、触覚等の五感を使って発達を促す支援を行っていきます。
・物の機能や属性、形、色、音が変化する様子等、認知や行動の手掛かりとなるよう、活動や遊びの中に取り入れていきます。

・理学療法士が日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や上肢・下肢の運動、動作の習得、関節の拘縮や変形の予防、筋力の維持や強化を図りま
　す。
・姿勢保持や各種の運動、動作の補助の為、座位保持椅子や補装具を活用して支援をしていきます。

・他者との関わり（人間関係）の形成
・自己の理解と行動の調整
・仲間づくりと集団への参加

・言語の形成と活用
・言語の受容及び表出
・コミュニケーションの基礎的能力の向上
・コミュニケーション手段の選択と活用

主な行事等
・季節の行事（水遊び、七夕会、夏祭り、運動会、ハロウィン、七五三詣り、やきいも会、クリスマス会、もちつき会、初詣、豆まき、雪遊び、ひな祭り会、年長児さんお別れ会など）
・園外活動（電車体験、買い物体験、レストランでおやつ、親子遠足、公園へお出掛けなど）
・その他の行事（誕生日会、保育参観、こすもすサークル、つつじ感謝祭、調理イベント、３１アイスまつり、ミスドまつり、いちごパーティーなど）

家族支援

・家族からの相談に対する適切な助言やアタッチメント形成（愛着行動）等の
　支援
・家庭の子育て環境の整備
・関係者・関係機関との連携による支援

移行支援

・保育所等への配慮された移行支援
・移行先の保育所等との連携（支援内容等の共有や支援方法の伝達）
・移行先の保育所等への支援と支援体制の構築
・同年代の子どもとの仲間づくり

地域支援・地域連携
・地域における連携の核としての役割
・地域の子育て環境の構築
・地域の支援体制の構築

職員の質の向上

・年間スケジュールを作成し、研修会へ参加
　内部研修（感染症対策、虐待防止、身体拘束、安全、ＧＳＶ、スキルアップ研修等）
　外部研修（外部機関主催の研修会・講習会、講師の派遣等）
　主催研修（オープン学習会、保育所等訪問支援研修会、公開保育等）
　研修会報告（外部研修内容の報告、フィードバック研修）


